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（６） 第６回会合での津本忠治グループディレクター（理化学研究所脳科学総合研究

センター）による発表のポイント 

 

 

– 発達期に脳の構成要素は余分に作られ、冗長な神経回路網が形成される。冗長な回路に

はシナプス競合が生じ、良く使う回路は強化され、使わない回路は脱落する。このようにし

て、生後環境に対応した回路が形成される。 
• 脳の大きさは、出生時では約 400g であるが、６歳前後にはほぼ成人値（約 1.3kg）に達する。(Dobbing, J. 

& Sands, J., 1973) 

• 胎児期・新生児期のサルの脳梁（右脳と左脳の連結路）線維は成熟サルより多い。（La Mantia, A-S. & 

Rakic P., 1990） 

• ヒトの大脳皮質視覚野のシナプス密度は 1 歳前後で最大となり、3～4 歳までは大人より多い。

（Huttenlocher, P. R. et al., 1982） 

– この変化は、感受性期（臨界期）と呼ばれる生後発達の特定の時期に生じやすい。感受性

期は脳機能ごとに異なる。 
• ネコの両眼視では生後 12 週頃までに感受性期がある。（Blakemore, C. et al., 1976） 

• ヒトの両眼視では、概ね生後 36 ヶ月頃までが感受性期。（Awaya S. et al., 1973） 

• 縦縞のみの環境で育てたネコの視覚野神経細胞は縦縞によく反応するようになるが、この感受性期は

両眼視と異なる。（Blakemore, C. et al., 1970） 

– 幼児期からの楽器演奏などの練習・訓練は脳に変化を起こすが、この変化は一定の年齢を

過ぎると生じにくくなる。 
• 弦楽器奏者の左手小指を刺激した際の脳反応は、楽器練習を開始したのが幼少期であるほど強い。

（Elbert, T. et al., 1995） 

• 4～6 歳児で 1 年間バイオリン練習をした場合、バイオリン音に対する脳反応が非練習児と異なるように

なる。（Fujioka T. et al., 2006） 

• 9 歳以前にピアノ練習を開始した場合、ピアノ音に対する聴覚野反応が大きくなる。（Pantev, C. et al., 

1998） 

– 言語の習得にも感受性期が存在する可能性が高い。 
• 7 歳頃までに米国に移住した外国人の平均英語スコアは高くほぼネイティブに近く、移住時年齢が成人

に近づくにしたがって低下してゆく。（Barinaga, M., 2000） 

• 母国語と第二外国語では、言語を処理する脳の領域がバイリンガルでは同じであるが、そうでない場合

は異なる。（Kim, K.H.S. et al., 1997） 

• 中学 1 年生の英語学習開始後の前頭葉ブローカ野の活性と成績には正の相関が見られる。（Sakai, K.L. 

et al., 2004） 一方、英語長期学習群の学習後の脳活性と文法課題の成績には負の相関が見られる。

（Sakai, K. et al., 2008） 学習初期には練習によって脳が活性化するが、習熟すると活性は低くなる。 

– 大脳皮質には顔ニューロンが存在する。その機能発現は生得的と思われるが、顔に表れる

情動察知には生後体験が重要である。 
• サルの大脳皮質下側頭野には、顔に反応する「顔ニューロン」が存在する。（Bruce, C. et al., 1981） 

• ヒト新生児は顔のような模様を選好して注目する。（Goren, C.C. et al., 1975） 

• 5～8 ヶ月齢乳児で、右半球（右側頭葉）に顔に反応する領域が現れる。このとき、正立顔に対する反応

の方が倒立顔に比べて優位性が大きい。また、左右側頭葉で活性化が異なる（右側が強い）。（Otsuka, 

Y. et al., 2007） 

• 生まれてから全く顔を見せずに育てた子ザルは、初めて見たヒトとサルの顔写真をよく識別する。ただ

し、表情が示す情動は理解できない。（Sugita, Y., 2008） 

– 幼児期の虐待体験は、その後、表情から相手の情動を察知することの障害や、反社会的行

動に繋がる可能性がある。 
• 小児期の有害体験（虐待、家族の薬物乱用・犯罪等）が多いほど、成人期の鬱病が多い。（Champan et 

al., 2004） 

• 虐待経験児は怒りの表情に対する反応が遅い（8～11 歳）。（Pollak, SD & Tolley-Schell, SA, 2003） 

• 神経伝達物質セロトニンを分解する MAOA（モノアミンオキシダーゼ A）遺伝子の活性が弱い場合、幼児

期（3～11 歳）に虐待を受けるほど 、その後（11～18 歳）の反社会的行動が多くなる。（Caspi, A. et al., 

2002） 
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（７） 平成２１年度少子化社会対策関係予算のポイント（抜粋） 

 

 
 

 

 

 

（８） 幼稚園就園奨励事業の実施・未実施市町村数（平成２０年５月１日現在） 

 

私立
幼稚園
がない

私立
幼稚園
がある

1,812 1,400 412 296 116 98 18

(100.0%) (77.3%) (22.7%) (16.3%) (6.4%) (5.4%) (1.0%)

合計
幼稚園
がある

幼稚園
がない

就園奨励
事業を
未実施

就園奨励
事業を
実施

 
 

（文部科学省調べ） 

 

 

 

（９） 幼稚園就園奨励事業の実施・未実施市町村の区域内にある幼稚園数 

（平成２０年５月１日現在） 

 

5,301 4,973 328
(93.8%) (6.2%)

8,276 8,255 21
(99.7%) (0.3%)

公立

私立

合計 就園奨励事業を実施している
市町村の区域内

就園奨励事業を実施していない
市町村の区域内

 
 

（文部科学省調べ） 
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（１０）  幼稚園教育要領と保育所保育指針の比較 

 

幼稚園教育要領 保育所保育指針
基 本 的 な 考 計画的な環境の 計画的に環境を構成しなければな 計画的に環境を構成し、工夫して
え方 構成 らない。 保育しなければならない。

遊びを通した 遊びを通しての指導を中心として 生活や遊びを通して総合的に保育
指導 第２章に示すねらいが総合的に達 すること。

成されるようにすること。
一人一人の発達 幼児一人一人の特性に応じ，発達 一人一人の発達過程に応じて保育
の特性に応じた の課題に即した指導を行うように すること。その際、子どもの個人
教育 すること。 差に十分配慮すること。

計画の作成 教育課程・保育 適切な教育課程を編成するものと 保育の基本となる「保育課程」を
課程の編成及び する。 編成するとともに、これを具体化
指導計画の作成 指導計画を作成し，幼児の活動に した「指導計画」を作成しなけれ

沿った柔軟な指導を行わなければ ばならない。
ならない。

教育内容 教育のねらい 「健康 「人間関係 「環境 「言葉 「表現」の５領域から構成」 」 」 」
：健康な心と体を育て、自ら健康で ：健康な心と体を育て、自ら健康で健 康 健 康

安全な生活をつくり出す力を養う。 安全な生活をつくり出す力を養う。
：他の人々と親しみ、支え合って生 ：他の人々と親しみ、支え合って生人間関係 人間関係

活するために、自立心を育て、人とかかわ 活するために、自立心を育て、人と関わる
る力を養う。 力を養う。

：周囲の様々な環境に好奇心や探究 ：周囲の様々な環境に好奇心や探究環 境 環 境
心をもってかかわり、それらを生活に取り 心を持ってかかわり、それらを生活に取り
入れていこうとする力を養う。 入れていこうとする力を養う。

：経験したことや考えたことなどを ：経験したことや考えたことなどを言 葉 言 葉
自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉 自分なりの言葉で表現し、相手の話す言葉
を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に を聞こうとする意欲や態度を育て、言葉に
対する感覚や言葉で表現する力を養う。 対する感覚や言葉で表現する力を養う。

：感じたことや考えたことを自分な ：感じたことや考えたことを自分な表 現 表 現
りに表現することを通して、豊かな感性や りに表現することを通して、豊かな感性や
表現する力を養い、創造性を豊かにする。 表現する力を養い、創造性を豊かにする。

 
※ 「幼稚園教育要領」は教育内容に関することを中心として定めている一方、「保育所保育指針」は保育内容に加えこれに関連する運営（保育所における自己

評価等）について定めている。なお、幼稚園における学校評価等は学校教育法施行規則等に規定されている。 

※ 「幼稚園教育要領」では養護について明記していないが、幼稚園教育を実践するに当たっては幼児に対する一定の養護が必要となる。 

  一方、「保育所保育指針」では養護と教育の両面から示している。 
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（１１）  社会保障審議会少子化対策特別部会 第１次報告（平成２１年２月２４日）概要 

 

 
○ 本部会は、次世代育成支援のための新たな制度体系の設計のため、昨年３月に検討開始、５月に「基本的考え方」をとりまとめ。
○ 今後の新たな制度体系の詳細設計に向け、保育を中心に議論の中間的なとりまとめを行うもの。

１１ これからの保育制度のあり方についてこれからの保育制度のあり方について
○ 保育をとりまく近年の社会環境の変化 （検討の背景）
・ 保育需要の飛躍的増大、ニーズの深化・多様化（働き方の多様化、親支援やすべての子育て家庭への支援の必要性）
・ 人口減少地域における地域の保育機能の維持
・ 急速な少子高齢化に伴う役割の深化（女性が｢就労｣を断念せずに｢結婚･出産･子育て｣ができる社会の実現を通じ、社会経済・
社会保障制度全体の持続可能性を確保するという緊急的･国家的課題に関わる役割） 等

◆◆ 現行の保育制度の課題現行の保育制度の課題
○○ スピード感あるスピード感あるサービス量のサービス量の抜本的拡充が困難抜本的拡充が困難
ⅰⅰ)) 利用保障の弱さ利用保障の弱さ

現行制度は、市町村に「保育の実施義務」を課し、市町村の義
務履行を通じ、保護者に保育所が利用される仕組み。
ただし、「保育の実施義務」には「例外」が有り、保育所が足りな

ければ、「その他適切な保護」(認可外のあっせん)でも可。

ⅱⅱ)) 認可の裁量性による新規参入抑制認可の裁量性による新規参入抑制
保育所の認可権者である都道府県に広い裁量有り。待機児童
がいる市町村で客観的基準を満たしても、必ずしも認可されず。

ⅲⅲ) ) 保育の必要性の判断と受入保育所決定の一体実施に伴う保育の必要性の判断と受入保育所決定の一体実施に伴う
需要の潜在化（窓口等での潜在化）需要の潜在化（窓口等での潜在化）

○○ 深化・多様化したニーズへの対応が困難深化・多様化したニーズへの対応が困難
ⅰⅰ)) 保育の必要性の判断基準のあり方保育の必要性の判断基準のあり方
｢保育に欠ける｣か否かの判断基準が条例に委ねられており、保
育所が足りないと、財政状況との兼合い等で基準を厳格に。

ⅱⅱ)) 保育の必要性の判断基準の内容保育の必要性の判断基準の内容
夜間や短時間、求職者だと認められにくい、同居親族がいると認
められない等。

○○ 認可保育所の質の向上認可保育所の質の向上

職員配置、 保育士の養成・研修・処遇等

◆◆ 新たな保育の仕組み新たな保育の仕組み ※その実現には財源確保が不可欠

① 市町村が、保育の必要性・量、優先的利用確保（母子家庭、
虐待等）の要否を認定。

※ 受入先保育所の決定とは独立して実施（需要の明確化）。認定証明書
の交付、認定者の登録管理、待機児童の情報開示を行う。

※ 保育対象範囲、優先的利用確保の基本的事項は、国が基準を設定。
※ パートタイム、早朝・夜間の就労、求職者、同居親族がいる場合も必要性
を認定。専業主婦家庭にも一定量の一時預かりを保障。

②② 例外ない保育保障例外ない保育保障 ：： 認定を受けた子どもには、公的保認定を受けた子どもには、公的保
育を受けることができる地位を付与。育を受けることができる地位を付与。

③③ 市町村の実施責務の明示市町村の実施責務の明示（（例外ない公的保育の保障責務、質の
確保された提供体制確保責務、利用支援責務、保育費用の支払義務）

④④ 利用者が保育所と公的保育契約を締結利用者が保育所と公的保育契約を締結。。
※ 保育所には、応諾義務（正当理由なく拒んではならない）と、優先受入
義務（母子家庭、虐待等の優先受入決定）。

⑤⑤ 参入は最低基準により客観的に判断参入は最低基準により客観的に判断。。指定制指定制を基本としつを基本としつ
つ、検討。つ、検討。

⑥⑥ 所得に関らず一定の質の保育を保障するため公定価格所得に関らず一定の質の保育を保障するため公定価格。。
必要量に応じた月額単価設定必要量に応じた月額単価設定を基本。を基本。

○○ 認可保育所の質の向上認可保育所の質の向上 ：： 財源確保とともに詳細検討財源確保とともに詳細検討
･ 保育指針に基づく保育のため、職員配置､保育士の処遇､専門性確保等、
施設長や保育士の研修の制度的保障、ステップアップの仕組み等
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１１ これからの保育制度のあり方について（続き）これからの保育制度のあり方について（続き）

◆◆ 現行の保育制度の課題（続き現行の保育制度の課題（続き））
○ 認可外保育施設の質の向上
約23万人にのぼる子どもが利用。利用者の６割は、認可保育所

と比較の上で、空きがない等の理由で認可外保育施設を利用。
すべての子どもに健やかな育ちを支える環境を保障する必要。

○ 人口減少地域における保育機能の維持・向上
現行は「小規模保育所」でも、定員20人以上が必要。一方、

地域の子ども集団の中での成長を保障する必要性。

◆◆ 新たな保育の仕組み（続き）新たな保育の仕組み（続き）
○○ 認可外保育施設の質の引上げ認可外保育施設の質の引上げ
・ 最低基準への到達に向け、一定水準以上の施設に対して
一定期間の経過的財政支援

・ 小規模サービス類型の創設

○○ 地域の保育機能の維持・向上地域の保育機能の維持・向上
・ 小規模サービス類型の創設
・ 多機能型の支援 等

◆◆ 現行制度の課題現行制度の課題
○ 制度上の位置づけが、市町村の努力義務にとどまっており、

利用保障が弱い。質の確保はガイドライン等で対応している。
○ 財源面についても、裁量的補助であり、国庫補助基準額と

運営費用の実態の乖離が指摘。従事者の処遇も厳しい状況。

２２ 放課後児童クラブについて放課後児童クラブについて
◆◆ 新たな制度体系における方向性新たな制度体系における方向性
○ 質を確保しつつ量的拡充を図ることが重要。

○ 基準の必要性やあり方等、制度上の位置づけ(実施責任、
利用･給付方式等)、財源面の強化について、さらに検討が必要。

◆◆ 現行制度の課題現行制度の課題
○ 各種の子育て支援事業は、市町村の努力義務にとどまって

おり、実施状況に大きな地域格差。
○ とりわけ、一時預かりについては、保育との公費投入の公平

性の観点からも、一定の利用保障が求められる。

◆◆ 新たな制度体系における方向性新たな制度体系における方向性
○ すべての子育て家庭に対する支援の強化が必要。
○ 一時預かりの保障強化に向け、制度上の位置づけ・財源面の
強化について、さらに検討が必要。

○ 各種事業の制度上の位置づけ、財源のあり方等さらに検討｡

３３ すべての子育て家庭に対する支援についてすべての子育て家庭に対する支援について

○○ 職員の雇用形態や経験年数等を含め､サービスの質に関する一定の情報につき､公的主体による情報公表制度の具体化を検討。

○ 少子化対策は社会経済や社会保障の持続可能性の根幹にかかわるもの。新たな制度体系の実現には財源確保が不可欠であり、
社会全体で重層的に支え合う仕組みが必要。新たな制度体系の全体像を検討する中で、以下の点について、引き続き検討。

・ 地方負担については、不適切な地域差が生じないような仕組み、また、公立保育所一般財源化の影響を踏まえた議論
・ 事業主負担については、働き方と関連の深いサービスなど受益と負担の連動、働き方の見直しを促進するような仕組み 等等

４４ 情報公表・評価の仕組みについて情報公表・評価の仕組みについて

５５ 財源・費用負担について財源・費用負担について

○ 今後、本報告を踏まえ、｢包括性･体系性｣｢普遍性｣｢連続性｣を備えた新たな制度体系の具体化に向け、税制改革の動向も踏まえ
ながら、検討を続けていく。
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（１２）  社会保障審議会少子化対策特別部会 第１次報告（平成２１年２月２４日）

（抄） 

 

１ これからの保育制度のあり方について 

 

（４）現行の保育制度の課題 

⑤人口減少地域における保育機能の維持・向上 

  また、児童人口が著しく少なく生活圏内に幼稚園がない場合、当該地域における

保育所は、小学校就学前に集団の中で子どもが成長することを保障する役割も果

たしており、こうした地域の保育所が担ってきた機能について、認定こども園の活

用等も含め、柔軟に検討していくことが求められる。 

 

（５） 今後の保育制度の姿 －新たな保育の仕組み－  

〈保育制度のあり方に関する基本的考え方〉  

 

⑤ 費用設定 

○ 利用者負担のあり方については、所得に対する十分な配慮を基本に、今後、具

体的なあり方を検討する。また、利用者負担の水準の決定は、国の定める基準の

下、所得を把握しうる市町村において行うものとする。  

 

⑫ 今後の検討 

 「新たな保育の仕組み」の検討過程においては、保育関係者より、以下の意見が示

されている。今後のさらなる検討の際には、こうした意見も考慮しながら検討を進め

るべきである。 

 ・ 保育料の軽減（緩和）を実現すべき。 

 

５ 財源・費用負担について 

 

○ 「基本的考え方」においても確認したとおり、また、社会保障国民会議の最終報告

における指摘も踏まえ、以下のような点について、引き続き検討していく必要があ

る。 

 ・ 少子化対策は我が国の社会経済や社会保障制度全体の持続可能性の根幹に

関わる国家的・緊急的課題に対する政策であること、我が国の次世代育成支援に

対する財政投入が諸外国に比べ規模が小さいこと、新たな制度体系の実現には

財源確保が欠かせないことなどを踏まえ、一定規模の効果的財政投入が必要であ

ること。そのために、必要な負担を次世代に先送りするようなことがないよう、税制

改革の動向を踏まえつつ検討を行う必要があること。 

 ・ 新たな制度体系の費用負担のあり方については、社会全体（国、地方公共団体、

事業主、個人）で重層的に支え合う仕組みが必要であること。 

 ・ 全国に共通する基幹的な次世代育成支援策については、国が基本的設計を行

うとともに、その施策ごとの費用を、国と地方公共団体の最適な負担を検討してい

くべきであること。 

 ・ 自治体間でのサービス内容・水準の不適切な地域差が生じることがないよう、厳
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しさを増す地方財政への配慮が必要であること。また、公立保育所の一般財源化

による影響を踏まえた議論が必要であること。 

 ・ 事業主の費用負担については、事業主にとって次世代育成支援が持つ意義を

考慮するとともに、働き方と関連の深いサービスなど、個別の給付・サービスの目

的・性格に照らし、受益と負担の連動を考慮すべきこと。 

 ・ 利用者負担の負担水準、設定方法について、低所得者が安心して利用できるよ

うにすることに配慮しながら、今後、具体的な議論が必要であること。 

 ・ 多様な主体による寄付の促進方策についても検討すべきであること。 

 

○ また、財源の程度と政策のプライオリティ付けは相関関係にあり、給付設計を考

えていく上でも、財源についての議論を深めることが必要である。 

 

○ さらに、働き方の見直しと新たな制度体系の関係性の深さにかんがみ、例えば、

事業主拠出を求める場合に事業主の働き方の見直しを促進するような仕組みの検

討なども引き続き進めるべきである。 

 

 

（１３）  今後の認定こども園制度の在り方について（認定こども園制度の在り方に関

する検討会報告書）（平成２１年３月３１日）（抄） 

 

４．認定こども園制度の改革の方向 

（２）認定こども園に関する課題への対応 

 ③ 教育と保育の総合的な提供の推進 

○ 人口減少地域等において、幼稚園と保育所の連携を進めていくことが必要であ

り、とりわけ、幼稚園又は保育所の一方しかない地域においては、質の高い教

育・保育の双方を提供する観点から、認定こども園制度を活用することが望まし

いと考えられる。 

 

 

（１４）  障害児支援の見直しに関する検討会報告書（平成２０年７月２２日）（抄） 

 

Ⅲ．今後の障害児支援の在り方 

５．家族支援の方策 

（３）経済的負担等 

 ○ 障害児のいる家族の経済的負担については、これまで支援サービスの利用料

の軽減等が図られているが、平成２１年度以降も続けるようにするなど、家族の

負担能力を踏まえた十分な配慮が必要である。また、障害福祉サービスと他の施

策との負担上限額の合算制度について検討が必要である。 

 なお、これに対しては、応能負担とすべきとの意見があった。 

 

 ○ さらに、障害児のいる家庭の負担と経済的状況を分析した上で、更なる経済的

支援についても検討すべきとの意見があり、幅広く検討していくべき課題と考えら

れる。 
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（１５）  就学前教育・保育の実施状況〈学年齢別〉（平成１９年度） 

 

○ ３歳以上児のかなりの部分（４歳以上児はほとんど）が保育所又は幼稚園に入所
○ ３歳未満児（０～２歳児）で保育所に入所している割合は約２割

 
 

 
幼稚園
就園率

保育所
入所率

未就園率
該当年齢

人口

0歳児 0 人 0.0% 158,500 人 14.6% 927,000 人 85.4% 1,085,500

1歳児 0 人 0.0% 263,500 人 24.8% 801,000 人 75.2% 1,064,500

2歳児 0 人 0.0% 354,000 人 33.0% 718,500 人 67.0% 1,072,500

3歳児 429,400 人 38.8% 429,200 人 38.8% 246,900 人 22.3% 1,105,500

4歳児 614,100 人 54.1% 461,400 人 40.7% 59,000 人 5.2% 1,134,500

5歳児 663,500 人 57.3% 466,200 人 40.3% 27,800 人 2.4% 1,157,500

合計 1,705,400 人 25.8% 2,132,700 人 32.2% 2,781,900 人 42.0% 6,620,000

うち0～2
歳児 0 人 0.0% 776,000 人 24.1% 2,446,500 人 75.9% 3,222,500

うち3歳児
～5歳児 1,705,400 人 50.2% 1,356,800 人 39.9% 335,300 人 9.9% 3,397,500

※四捨五入の関係により、合計が合わない場合がある。

※「推計未就園児数」は、該当年齢人口から幼稚園在園者数及び保育所在所児数を差し引いて推計したものである。
※該当年齢人口は総務省統計局による人口推計（平成19年10月1日現在）を学年齢別に換算した推計値。

推計未就園児数
幼稚園

在園者数
保育所

在所児数

※幼稚園の数値は平成19年度「学校基本調査報告書」（平成19年5月1日現在）より。
※保育所の数値は平成19年度「社会福祉施設等調査」（平成19年10月1日現在）を学年齢別に換算した推計値。

　　なお、「幼稚園」には特別支援学校幼稚部を含む。

 

25.8% 32.2% 42.0%

0.0%
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0.0%
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（１６）  三歳未満児に係る幼稚園入園事業（構造改革特区）について 

 

 

学校教育法（改正前）第８０条 （現行法：第２６条）
・ 幼稚園に入園することができるのは、満三歳から。

学校教育法（改正前）第８０条 （現行法：第２６条）
・ 幼稚園に入園することができるのは、満三歳から。

「構造改革特別区域法」（平成１４年１２月法律第１８９号）
・ 第１４条において、満二歳になった後の初めての４月から、幼稚園に入園可能とした。

「構造改革特別区域法」（平成１４年１２月法律第１８９号）
・ 第１４条において、満二歳になった後の初めての４月から、幼稚園に入園可能とした。

・ 基本的生活習慣や自立心、思いやりが身につくなど、成長が見られた。
・ 親の子育て不安の解消などの効果はある。
・ 二歳児については、満三歳以上児と同様の集団的な教育にはなじまない。

・ 基本的生活習慣や自立心、思いやりが身につくなど、成長が見られた。
・ 親の子育て不安の解消などの効果はある。
・ 二歳児については、満三歳以上児と同様の集団的な教育にはなじまない。

【考え方】
・ 二歳児については、幼稚園児として集団的な教育（幼稚園教育）を行うことではなく、幼

稚園の人的・物的環境を適切に活用し、親子登園等、個別のかかわりに重点を置いた
子育て支援としての受入れという形態に変更し、全国にその普及を図る。

【【考え方考え方】】
・ 二歳児については、幼稚園児として集団的な教育（幼稚園教育）を行うことではなく、幼

稚園の人的・物的環境を適切に活用し、親子登園等、個別のかかわりに重点を置いた
子育て支援としての受入れという形態に変更し、全国にその普及を図る。

・ 構造改革特別区域法の一部改正（平成１９年３月３１日公布）
第１４条削除、施行日を平成２０年４月１日とする

・ 子育て支援としての２歳児の受入れに係る留意点を通知で発出

・ 構造改革特別区域法の一部改正（平成１９年３月３１日公布）
第１４条削除、施行日を平成２０年４月１日とする

・ 子育て支援としての２歳児の受入れに係る留意点を通知で発出

特区の事業

特区事業の評価
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（１７）  「幼稚園における２歳児受け入れに関する調査研究」調査のまとめ 

（平成１８年１月３１日 全国幼稚園教育研究協議会） （抄） 

 
Ⅲ 幼稚園における２歳児保育の課題 

２．２歳児保育の課題 

（１）２歳児の発達と集団 

 視察園では、一クラス１４名～１９名の幼児数であり、中には３歳児との混合学級もあった。

今回の視察で一斉に歌や踊り、絵を描くなどを保育者から促して活動している時間の中では、

幼児は保育者のことばと動きを見て、言われたとおりに動くことのみに終わっている状況があ

る。その間、指しゃぶりをしたり、手足をいじったりして落ち着きのない姿が見られた。一見集

団活動が行われているように見えるが、幼児同士のかかわりの質を見ると、「集団を通した教

育」として幼児同士がかかわり合って遊ぶ姿は見られない。 

 ２歳児発達の特徴として、複数名の幼児が同じ場を共有して並行的に遊ぶ中で、保育者と

の一対一の関係から派生して、幼児同士が同じ活動を同じ場でやっているという状況である。

３歳児同士のようにかかわり合う、見合う、模倣し合うという関係ではない。 

 したがって２歳児においては、３歳児以上の教育とは異なる質の保育を行うことが求められ

る。２歳児は個々への対応が特に要求され、安定した情緒やゆったりした生活が求められる

だけに、きめ細かな養育ができるよう幼児の人数に応じた２歳児の保育者数の検討が必要で

はないかと思われる。（中略） 

（２）保育内容と援助の現状から 

 （中略）自立に向かっているこの２歳児ではあるが、入園した当初はまだオムツ使用が半数

以上を占め、身の回りのことも大人の介助なくしては一人ではできないのが現状である。（中

略） 

 ２歳児保育では、毎日の繰り返しの中で、幼児の発育、発達状態などに応じた養護的側面

の保育内容が重要である。（中略） 

（５）研修の必要性 

 （中略）保育者の専門性としても３歳以上と３歳未満児では異なる知識がさらに必要とされる

ことも考えておかなければならない。 

Ⅳ 幼稚園内の施設における２歳児保育の在り方 

１．基本的な考え方 

（２）幼稚園内の施設における２歳児保育の基本的な考え方 

 幼稚園は、学校教育法に基づく学校であり、満３歳児から小学校入学の始期までの幼児を

対象にして、意図的、計画的な教育を行う場である。幼稚園教育では、同年代の幼児との集

団生活の中で、幼児の主体的な活動としての遊びを重要な学習として取り上げ、遊びを通し

てねらいを総合的に身につける指導をする。すなわち、幼稚園教育における教師の役割は、

幼児の主体的な活動を促すために計画的に環境を構成し、さらに幼児の活動にそって様々

な役割を果たしながら、幼児の主体的な活動の中で、幼児自らが発達に必要な経験が得ら

れるように、組織的・継続的な指導を行うことである。 

 こうした主体的な活動を通して教育を行うことが可能となる前提には、幼児が自ら環境とか

かわり活動を生み出す、様々にイメージをわかしそれらを実現させながら活動に取り組む、そ

のイメージを友達と共有して楽しむなどの「遊びを創り出す力」をもっていることがあげられる。

この意味で、現行の幼稚園教育では、教育の対象を満３歳からとしている。 

 したがって、大人への依存度が高い２歳児を幼稚園内の施設に受け入れる際には、幼児の

主体的な活動を前提として行われる満３歳以上の幼児を対象とする幼稚園教育をそのまま

当てはめていくことは、適切ではない。２歳児特有の発達を踏まえた保育を展開し、その成果

を３歳児以降の教育につなげていくことが大切である。（以下略） 
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（１８）  「幼稚園を活用した子育て支援としての２歳児の受け入れに係る留意点につ

いて」（平成１９年３月３１日初等中等教育局長通知）（抄） 

 

   満２歳に達した日の翌日以降における最初の学年の初めからの幼稚園での受

入れについては、今後は、幼稚園児として受け入れ集団的な教育を行うことでは

なく、幼稚園の人的・物的環境を適切に活用し、個別のかかわりに重点を置いた

子育て支援としての受入れという形態に変更することにより進めることとしていま

す。 

 

（別添２）幼稚園を活用した子育て支援としての２歳児の受入れに係る留意点（抄） 

１ 基本的な考え方 

 ○ 大人への依存度が高い２歳児について、幼稚園児としての集団的な教育を行う

のではなく、幼稚園内の人的・物的環境を適切に活用し、個別のかかわりに重点

を置いた子育て支援として受け入れる際には、幼児の主体的な活動を前提として

行われる満３歳以上の幼児を対象とする幼稚園教育を当てはめていくのではなく、

２歳児特有の発達を踏まえた受入れに配慮し、その成果を３歳児以降の幼稚園

教育に円滑につなげていくことが大切である。 

（中略） 

４ 子育て支援としての受入れの内容等 

（１）２歳児の受入れで重視したい事項 

 ○ ２歳児の発達の特徴として、複数の幼児が平行的に遊ぶ中で、受入れに従事

する者との一対一の関係を基本とし、幼児同士が同じ活動を同じ場で行うことが

多く、３歳児同士のように、かかわり合う、見合う、模倣し合うという関係にはなり

にくい。 

 

 

 


